
求 職 活 動 等 申 立 書 

【求職活動、起業準備の場合】  

 ※就労先が決まり（営業開始）次第，就労等証明書を提出してください。 
 ※子ども子育て支援法施行規則により求職活動を理由とした保育所利用期間は、９０日を限度す

る日が属する月の末日までの期間となっていることから引続き保育所のご利用を希望される場
合は新たに保育を必要とする理由の届出が必要です。 

 ※公共職業安定所が発行するハローワークカードの写しを添付してください。 
 

 下記の内容で求職活動（起業準備）を行いますので保育園の利用を希望します。 

        年  月  日 

       住 所 津奈木町                

 

  申立者  氏 名                    

【 求 職 内 容 】 

勤務形態 

(○で囲む) 
常勤 ・ 臨時 ・ パート ・ 派遣 ・その他(       ) 

仕事の内容  

備  考  

【 起 業 内 容 】 

予定営業内容 

（業種） 
 

予定営業時間  

予定営業日数 １ヵ月あたり約   日 

現在準備して 

いる内容 
 

備  考  


